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東京青年司法書士協議会会則 

 

第１章 総  則 

第１条（名 称） 

  本会は、東京青年司法書士協議会と称する。 

 

第２条（目 的） 

  本会は、法曹人たる自覚にたつ青年司法書士が切磋琢磨し、司法書士制度

の改善・進歩発展に寄与することを目的とする。 

 

第３条（事 業） 

  本会は、前条の目的を達成するため次に掲げる事業を行う。 

 ① 司法書士制度の調査・研究並びに改善 

 ② 法令の調査・研究並びに発表 

 ③ 関連機関への建議 

 ④ 全国の青年司法書士及びその団体との連絡・協議 

 ⑤ 会員相互の親睦 

⑥ その他、本会の目的を達成するために必要な事項   

 

第４条（事務所） 

  本会は、事務所を会長の事務所に置く。 

 

第２章 会  員 

第５条（会 員） 

１ 司法書士で本会の目的に賛同し、入会の申込みをした者を正会員とする。 

２ 司法書士となる資格を有し本会の目的に賛同し、入会の申込みをした者を

準会員とする。 

３ ４５歳以上の司法書士または司法書士となる資格を有する者で本会の目的

に賛同し、賛助会員として入会の申込みをした者を賛助会員とする。 

４ 幹事会において会員として不適当と認めた者は、総会の決議により退会さ

せることができる。 

 

 



2 

 

第３章 会の機関 

第１節 総 会 

 

第６条（総 会） 

１ 総会は、正会員及び準会員で組織し、定時総会と臨時総会とする。 

２ 定時総会は、毎年会計年度終了の翌日から３カ月以内に、臨時総会は必要

に応じて会長がこれを招集する。 

３ 前項の招集通知は、会日の１週間前までに書面（ＦＡＸを含む）をもって

するものとする。 

  

第７条（総会の決議事項） 

  次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。 

① 事業計画に関する事項 

② 予算、決算に関する事項 

③ 会則の制定及び変更に関する事項 

④ 役員の選任及び解任に関する事項 

⑤ 会員の除名に関する事項 

⑥ 役員会において総会に附議すべき旨を決議した事項 

⑦ 総会において相当と認め、議決した事項 

 

第８条（議決の要件） 

総会の決議は、出席した会員の議決権の過半数で決する。但し、可否同数

の時は議長がこれを決する。 

 

第９条（議 長） 

総会の議長は、総会において正会員及び準会員で役員でない者の中からこ

れを選任する。 

  

第２節 役員及び役員会 

第１０条（役 員） 

   本会に次の役員を置く。 

  ① 会長   １名 

  ② 副会長  １２名以内 

  ③ 幹事   ２４名以内 
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  ④ 会計     １名 

  ⑤ 監査     １名 

  ⑥ 事務局長   １名 

  ⑦ 事務局次長  若干名 

 

第１１条（役員の選任及び任期） 

１ 会長・副会長・会計・監査・事務局長は、総会において正会員の中からこ

れを選任し、幹事・事務局次長は、総会において正会員及び準会員の中から

これを選任する。 

２ 副会長・事務局長は、前項及び第７条第４号の規定にかかわらず、幹事会

において正会員である幹事の中からこれを選任することができる。 

３ 事務局次長は、本条第１項及び第７条第４号の規定にかかわらず、幹事会

において正会員及び準会員である幹事の中からこれを選任することができる。 

４ 副会長はその互選により、会長代行１名を選任することができる。 

５ 役員の任期は、就任後第１回目の定時総会の終了のとき迄とする。但し、

再任を妨げない。 

 

第１２条（役員の職務） 

 ① 会長は、本会を代表し会務を統括する。 

 ② 会長代行は、会長の指示によりその職務の一部を代行し、会長に事故あ

るときはその職務を代行する。 

③ 副会長は、会長を補佐し、規則の定めるところにより会務を分掌し、幹

事を指導する。 

④ 幹事は、会務の執務に協力する。 

⑤ 会計は、会の経理を処理する。 

⑥ 監査は、会の経理を監査する。 

⑦ 事務局長は、総務に関する事務を行い、事務局次長はこれを補佐する。 

  

第１３条（幹事会） 

１ 幹事会は、監査を除く役員で組織し、会長がこれを招集する。 

２ 幹事会の議長は、互選により、会長または副会長の中から選任する。 

 

第１４条（幹事会の職務） 

  下記の事項は、幹事会の職務に属し、議決を経なければならない。 

① 事業計画に関する事項 

② 総会に附議すべき事項 

③ 各種規則の制定及び変更に関する事項 



4 

 

④ 会員の身分に関する事項 

⑤ 本会則において幹事会の決議が必要とされている事項 

⑥ その他会務の執務に関する事項 

 

第１５条（議決の要件） 

  第８条の規定は役員会に準用する。 

  

第４章 会  計 

第１６条（会計年度） 

  本会の会計は、１月１日から１２月３１日とする。 

 

第１７条（経 費） 

  本会の経費は、会費・寄付金・その他雑収入をもってこれに充てる。但し、

必要に応じて臨時会費を徴収することができる。 

 

第１８条（会費） 

１ 正会員、準会員の会費は、年額２４，０００円とする。但し、入会した年

度は１２，０００円、次年度は１８，０００円とする。 

２ 会計年度の途中で入会した会員の初年度の会費は、入会した月から１２月

末日までの月数に１，０００円を乗じた額とする。 

３ 毎年１月１日現在の会員は、その年の２月末日までに第１項の会費を納入

しなければならない。 

４ 会計年度の途中で入会した会員は、入会した日から１ヵ月以内に第２項に

定める額の会費を納入しなければならない。 

５ 賛助会員は年額金２０，０００円以上とする。 

６ 会費は次の方法により納入する。 

 ① 会費は、一括納入を原則とし、会計の定める銀行または郵便局への口座

振込みまたは会計への現金支払いの方法による。 

 ② 会員は、会計に会費の分割納入を申し出ることができる。但し、申し出

は理由を付した文書をもってしなければならない。 

 ③ 会計は、前項の申し出に理由があると認めるときには、適当と認める回

数での会費の分割納入を許すことができる。但し、第１回の納入額は、全

青司会費以上の額とする。 

④ 会費を所定の期限までに納入せず、本会から会費支払の催告を２回受け

た会員が、２回目の催告期限までに会費を納入しないときは、本会を退会

したものとみなす。 
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⑤ 前号により会員資格を喪失した者が、その後未納会費を納入したときに

は、その納入の日から会員資格を取得する。 

７ 本会の会員であって、全国青年司法書士協議会（以下「全青司」という）

に加盟する本会以外の単位青年司法書士協議会に所属する者の会費につい

ては、会員からの申し出により、幹事会の決定で、全青司会費相当額の減額

をすることができる。 

８ 本会の会員であって、妊娠した会員の会費については、当該会員からの申

し出により、幹事会の決定で、当該申請のあった日の属する年度の会費に限

り、助成することができる。 

 

第１９条（補助金） 

  本会は、新入会者が全国研修会等へ参加する場合、幹事会の承認を得て、

その登録料・旅費の一部を補助することができる。 

 

第２０条（役員の活動費） 

１ 本会は、役員に対し、その活動費を支払うことができる。 

２ 前項の支払額等の細目の決定は幹事会の決議によるものとする。 

 

附則 

１．本会則は、昭和４４年１月１０日より施行する。 

附則 

１．本会則第５条は、昭和５０年１月２３日より施行する。 

附則 

１．本会則第１８条は、昭和５８年１月１７日より施行する 

附則 

１．本会則第１９条は、平成元年２月６日より施行する。 

附則 

１．本会則第１８条及び第１９条は、平成５年２月１７日より施行する。 

附則 

１．本会則第５条第２項は、平成６年２月１９日より施行する。 

附則 

１．本会則第３条、第５条、第６条、第９条、第１０条、第１１条、第１２条、

第１３条、第１４条、第１６条、第１８条及び第２０条は、平成１１年２月  

２７日より施行する。 

附則 

１．本会則第５条及び第１８条は、平成２０年２月２２日より施行する。 
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附則 

１．本会則第５条１項は、平成２１年２月２０日より施行する。 

附則 

１．本会則第５条及び第１８条は、平成２２年２月１９日より施行する。 

附則 

１．本会則第１１条第１項、第２項、第３項及び第１２条第３号、第６号、第

７号は、平成２３年２月２５日より施行する。 

附則 

１．本会則第１８条第８項は、平成２４年２月２４日より施行する。 


